
 

地域包括ケアシステム構築に係る市町村支援員設置要綱 
 
（趣旨） 

第１条 地域包括ケアシステムの構築を着実に進めるため、市町村の取組を支援する職員
（以下「市町村支援員」という。）を置く。 

２ 法令及び条例等の定めによるほか、市町村支援員の身分、任用、勤務条件等必要な事
項については、この要綱で定める。 

 
（身分） 

第２条 市町村支援員の身分は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の
２第１項第１号に規定する短時間勤務会計年度任用職員とする。 

 
（職務） 

第３条 市町村支援員は、知事の命を受け、法令及び条例等の定め並びに所属長の指示に
従い、次に掲げる市町村支援に係る職務を行う。 

  (1) 地域包括支援センター職員等の研修に関すること 
  (2) 地域包括ケアシステムの構築に係る普及啓発に関すること 
 (3) 通いの場の普及促進及び通所付添サポート体制の整備に関すること 
 (4) リハビリテーション専門職の広域派遣に関すること 
 (5) 地域ケア個別会議の定着に関すること 
 (6) その他知事が必要と認める事項 
 
（任用） 

第４条 知事は、地域包括ケアシステム構築に係る市町村支援について必要な知識と経験
を有する専門職のうちから、市町村支援員を任用する。 

２ 市町村支援員の任用期間は、任用日から任用日が属する年度の末日までとする。 
３ 市町村支援員の採用に係る選考の方法及び基準は別紙のとおりとする。 
４ 市町村支援員を任用する際は、勤務条件等を明示した上で、辞令書を交付する。 
 
（報酬等） 

第５条 市町村支援員の報酬等は、岡山県短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例（令和元年岡山県条例第４４号）に基づき、予算の範囲内で、知事が別
に定める。 

２ 前項の報酬等は、市町村支援員が勤務した日数に応じて、１５日に一括して支払う。
ただし、期末手当は、６月期は原則６月３０日に、１２月期は原則１２月１０日に支払
う。 

３ 市町村支援員が職務のため旅行したときは、岡山県職員等の旅費に関する条例（昭和
２７年岡山県条例第４４号）の規定に準じて、旅費相当額を一般職の職員の旅費の支給
の例により支給する。 

 
（勤務時間等） 

第６条 市町村支援員の勤務時間は１日につき７時間１５分、１週につき２９時間以内と
し、勤務日数は１週につき原則４日以内（１月につき１８日以内）とする。 

２ 市町村支援員の勤務日及び勤務時間の割振りは、あらかじめ所属長が定めるものとす
る。ただし、業務の都合上必要な場合は、前項の範囲内において振り替えることができ
る。 

３ 市町村支援員の休憩時間は、原則として常勤職員の例による。 
 



 

（服務） 
第７条 市町村支援員は、その職務の遂行に当たり、常勤職員の例により法令及び条例等

の定め並びに所属長の指示に従わなければならない。 
 
（休暇・休業） 

第８条 市町村支援員は、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（令
和元年岡山県人事委員会規則第２６号）の規定により、休暇等を取得することができる。 

２ 市町村支援員の育児休業及び部分休業については、地方公務員の育児休業等に関す
る法律（平成３年法律第１１０号）及び職員の育児休業等に関する条例（平成４年岡山
県条例第３号）の定めるところによる。 

 
（分限・懲戒） 

第９条 市町村支援員の分限処分及び懲戒処分については、法並びに職員の分限に関する
条例（昭和４６年岡山県条例第１１号）及び職員の懲戒に関する条例（昭和２６年岡山
県条例第６０号）の定めるところによる。 

 
（社会保険） 

第１０条 市町村支援員に関する社会保険の適用については、雇用保険法（昭和４
９年法律第１１６号）、健康保険法（大正１１年法律第７０号）及び厚生年金保
険法（昭和２９年法律第１１５号）の定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２
号）が適用される場合はその定めるところによる。 

 
（安全衛生） 

第１１条 所属長は、市町村支援員の職場における安全と健康を確保するように努
め、労働災害及び健康管理について、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）
に基づき必要な措置を講じなければならない。 

 
（公務災害等の補償） 

第１２条 市町村支援員の公務上の災害又は通勤による災害については、非常勤職
員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年岡山県条例第４６号）に基づき補
償する。ただし、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）により補償対
象となる者については、この限りでない。 

 
（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 
 
   附 則 
この要綱は、令和元年１２月２７日から施行し、令和２年４月１日以降の市町村支援員

の任用から適用する。 
 
   附 則 
この要綱は、令和４年２月１０日から施行し、令和４年４月１日以降の市町村支援員の

任用から適用する。 
 

   附 則 
この要綱は、令和４年１２月１日から施行し、令和５年４月１日以降の市町村支援員の

任用から適用する。 


